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　新規事業は、以下の 3 事業
です。なお、その他の新規経費、
政策的経費などは、今後「肉
付け予算」として追加補正（6
月補正）します。
▼病児・病後児保育事業（717
万円）…事業内容は、4 ペ
ージに掲載
▼福祉まちづくりセンター運営事
業（1,000万円）…ボランティ
アなど地域福祉の新たな活動
拠点として整備される福祉ま
ちづくりセンターの運営経費

平成26年度　当初予算

　国の地方財政対
策に基づき、企業の
業績回復などを一定見
込み、市税全体で、前
年度と比べ、1.9％増と
しています。また、地方交
付税は、臨時財政対策債の
償還増などに伴い 14.6％増とし
ています。
　骨格予算のため、普通建設事業の
実施を一部留保したことなどによ
り、国県支出金、市債は減としてい
ます。繰入金では、国民健康保険財
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◎金額は、万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。◎追加補正後の平成26年度予算については、7月ごろ「広報なばり」でお知らせします。

245億
5,700万円

民生費
93億
2,907万円

公債費
29億1,974万円

総務費
30億1,900万円 衛生費

35億103万円

教育費
20億8,167万円

公債費
29億1,974万円

総務費
30億1,900万円

消防費
11億8,498万円

衛生費
35億103万円

土木費
14億665万円

教育費
20億8,167万円

農林水産業費
5億6,734万円

議会費 2億7,696万円

予備費 5,000万円
災害復旧費 1,732万円

商工費 2億324万円

地方交付税
42億8,400万円

国庫支出金
28億7,319万円

市債
25億6,440万円

県支出金
16億9,574万円

245億
5,700万円

市税
96億
8,710万円

国庫支出金
28億7,319万円

県支出金
16億9,574万円

地方交付税
42億8,400万円

市債
25億6,440万円

繰入金
7億7,727万円

地方消費税交付金
7億7,800万円

分担金及び負担金
3億7,841万円

地方譲与税
2億6,600万円
使用料及び手数料
2億2,730万円
その他 10億2,559万円

　財政経営室　 63‐7403

一般会計は 2一般会計は 24545億億5,7005,700万円万円
市長選挙を控市長選挙を控ええ「骨格予算「骨格予算」」として編成として編成

合　　　　　　　計

245億5,700万円
2,310万円
4,460万円

8億3,080万円
23億8,010万円
88億2,910万円
59億5,780万円
13億6,770万円
194億3,320万円
35億2,267万円
69億3,626万円
544億4,912万円
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前年度対比平成 26年度予算額会　　計　　名
一 般 会 計

住宅新築資金等貸付事業会計
東山墓園造成事業会計
農業集落排水事業会計
公共下水道事業会計
国民健康保険会計
介 護 保 険 会 計
後期高齢者医療会計
特 別 会 計 小 計
水 道 事 業 会 計
病 院 事 業 会 計

政調整基金繰入の増や公債費に充
てる財源である減債基金の繰入な
どにより増となりました。

※企業会計の予算額は、収益的および資本的支出の合計額です。
※金額は、万円未満を四捨五入しているため、合計が合いません。

　平成 26年度は市長の改選期にあた
るため、人件費や公債費などの義務的
経費や、継続事業にかかる経費を中心
とした骨格予算としています。
　しかし、障害者自立支援費や民間保
育所措置費などの扶助費の増をはじめ、
社会保障関係費の増額に伴う特別会計
への繰出金増のほか、4月からの消費

税率引き上げに伴い、一般会計の予算
規模は前年度当初予算と比べると、3％
増の 245 億 5,700 万円となっていま
す。また特別会計の予算規模は、農業
集落排水と公共下水道事業の進捗、国
民健康保険と介護保険会計では保険
給付費の増加などにより、6.8％増の
194億 3,320万円としています。

農業用プラスチックの
リサイクル回収（有料）を実施

日時　4月12日土 午前9時～午後3時　
場所　カントリーエレベーター（上小波田）
対象　ハウス用被覆ビニール、畦シート、肥
料の空袋、育苗箱など

処理費用　1㎏あたり75円（消費税込み）
◎農業用プラスチックを家庭ごみとして出すこ
とや、野焼き処理することはできません。
 JA伊賀南部資材課　  0120‐370‐931

5月1日から市内コミュニティバス
の路線・時刻・運賃が一部変わります

▼「ナッキー号」の
バス停として、新
しく「名張市青少
年センター前」「朝
日町」「名張産業振
興センターアスピ
ア前」を設置し、
路線の一部を変更
します。

▼「ナッキー号、コモコモ号」の運行時刻を
変更します。詳しくは、市ホームページ、
市役所、薦原公民館でご確認ください。

▼「ナッキー号、あららぎ号、ほっとバス錦、
コモコモ号、みどり号」で、身体障害者手帳、
精神保健福祉手帳、療育手帳または児童福
祉施設発行の証明書を提示すると運賃が免
除されます（介護人、付添人を含む）。
※「はたっこ号」では、障害者などの運賃
免除を既に実施しています。

 都市計画室　  63‐7749

▼みえ森と緑の県民税市町交付事
業（647 万円）…災害に強い森
林づくりなどの事業を行う

1965年 8月 11日に「同和対策審議会答申」が出されたことを記念して制定されました。

毎月11日は「人権を確かめあう日」
2004年6月22日に、名張市が男女共同参画都市宣言をしたことにより制定しました。

毎月22日は「男女共同参画について考える日」

介護保険料納付のお知らせを
送付します

　4月 11 日金に、65 歳以上の普通徴収（※）
の人に、平成 26年度介護保険料納入通知書を
送付します。平成 25年中の所得が確定してい
ないために、平成 24年中の所得をもとに仮計
算しています。7月中旬には、確定した介護保
険料納入通知書を送付します。
　なお、特別徴収（※）の人には、平成 25年
7月または平成 26年 2月に通知していますの
で、今回は通知書を送付しません。

◎災害などで保険料の納付が困難な人に減免などの
措置があります。詳しくは、問い合わせ先へ

 高齢・障害支援室　  63‐7599

※普通徴収…納付書、口座振替による納付。
公的年金の年額が 18万円未満の人

※特別徴収…年金から天引きによる納付。公
的年金の年額が 18 万円以上の人。平成 25
年度中に 65 歳になった人や名張に転入した
人は、特別徴収の対象の人でも、一定期間は
普通徴収となります。切り替え時に納入通知
書でお知らせします。

2013 年度人権作品集・人権
ポスターが完成

　人権意識の高揚と人権問題の解決のため、
毎年「人権」に関する作品を募集しています。
昨年度の応募総数は13,523点で、その中から、
作文 11点、標語 18点、図画（ポスター）2点、
フォト（写真）1点を収録した「人権作品集」
とポスター 2点で 2種類の人権ポスターを作
成しました。「人権作品集」は、希望者にお渡
ししています。

 人権・男女共同参画推進室　  63‐7909

市街地循環型コミュニ
ティバス「ナッキー号」


